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杉本キャンパス工学部跡地調査検討業務委託 仕様書 

 

 

1 業務委託名称 

  杉本キャンパス工学部跡地調査検討業務委託 

 

2 業務の目的 

  公立大学法人大阪では、戦略的に教育組織の集約を進めており、工学部については

中百舌鳥キャンパスへ、一部の情報学関連分野については森之宮 1.5期開発として整

備する（仮称）森之宮キャンパス第２学舎へ、それぞれ集約を行う予定である。 

本業務は、集約後に当面活用が見込まれない杉本キャンパスの工学部跡地（別紙

1，2参照）について、工学部跡地及び跡地周辺の道路、通路等の現況把握、課題や制

約等の整理を行い、土地のポテンシャルを評価して活用の方向性を検討するととも

に、地域や大学の状況・計画を踏まえ、民間で活用するための事業スキームを検討す

ることで、今後の事業実施検討のための基礎資料を作成することを目的とする。 

 

3 履行期間 

 契約締結日から令和 9 年 3 月 31 日まで 

 

4 業務内容 

（１） 現況調査・課題整理 

工学部跡地及び跡地周辺の道路、通路等並びに杉本キャンパスの現況を多角的

に把握し、課題や制約の洗い出しを体系的に行い、後続の活用検討の基礎資料と

して取りまとめることを目的とする。 

① 工学部跡地の敷地状況、既存建物の規模・構造・設備、インフラ（上下水、

電気、ガス、通信）の状況を図面調査および現地確認によって把握・整理す

る。 

② 道路・埋設物・法規制・土地履歴といった土地利用上の制約を整理する。 



2 
 

③ 杉本キャンパス周辺地域における人口動態、施設立地動向、地域活動状況な

どの外部環境や、大学の上位計画・関連計画（Vision2030 など）及び、自治

体のまちづくり方針等を把握・整理する。 

④ 上記の内容について各種課題を整理し、跡地活用検討の基礎資料として取り

まとめる。 

（２） 跡地活用検討 

工学部跡地の土地のポテンシャルを評価し、活用の方向性を検討することを目

的とする。 

① 建築基準、インフラ能力、敷地形状、周辺環境などを踏まえ、開発可能な建

築ボリュームやゾーニング案を検討する。基本的に既存建物は解体するもの

とする。 

② 民間事業者を対象にニーズ調査を行い、施設用途の需要、民間参入意欲、大

学の既存施設との連携や相乗効果、期待される事業スキーム、賃料水準など

を把握する。なお、大学の既存施設の利用形態にとらわれない自由な意見も

併せて把握する。 

③ 民間市場での競争力や資金調達の観点から、実現性・市場性を検討し、跡地

活用の方向性の案を複数提示し、総合的に評価する。 

 

（３） 事業スキーム検討 

跡地を民間活力で活用するための事業スキームの検討及び杉本キャンパス内の

工学部跡地周辺施設の継続利用のために必要な措置について検討することを目的

とする。 

① 事業定期借地権、PFI 方式などの複数の事業手法の比較検討、民間参画の条件

やリスク分担のあり方の整理を行い、事業性および実現性の観点から評価す

る。併せて、事業スケジュールの作成を行う。 

② 杉本キャンパス内の工学部跡地周辺施設の継続利用のために必要な埋設配管

の移設等の措置及び既存建物解体の手順等について整理し、整備費や整備ス

ケジュール等について具体的に検討を行い、取りまとめる。 

 

（４） その他 

必要に応じて学内会議等への出席、会議資料・議事録の作成等（必要に応じて

複数回、最低 1 回）の支援を行う。 

 

5 業務体制 

(1) 受託者は、受託業務の遂行を総括する管理技術者を定める。 

(2) 受託者は、業務内容の（１）（２）（３）それぞれに主任技術者を定める。（同一の主任技術

者が複数の業務内容を担当しても構わない。また、管理技術者が主任技術者を兼ねても

構わない。） 
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(3) 管理技術者は、常に業務全体を把握するとともに、主任技術者及びその他の従事者を

指揮監督し、業務の円滑な進ちょくに努める。 

(4) 受託者は、管理技術者及び主任技術者を変更せざるを得ない特別な事情が生じた場合

には、速やかに委託者に届出を行い、変更について事前に委託者の承認を受けなけれ

ばならない。 

(5) 受託者は、本業務の遂行に必要なノウハウを確実に継承し、特別な事情により、管理技

術者及び主任技術者を変更する場合においても業務の遂行に支障の無いよう、事前及

び業務中の教育を万全に行う。 

 

6 業務にあたっての遵守事項 

(1) 受託者は、本業務に係る調査及び提案等の成果について、契約後に別途、担当者が指

示する日までに資料提出を行うこと。 

(2) 受託者（本業務に従事した全ての者を含む。）は、本業務委託を通して知り得た情報を、

第三者（グループ会社を含む）へ漏えいしてはならない。なお、本業務委託契約が完了し

た後についても、同様とする。 

(3) 成果品に係る著作権は、委託者に帰属することとし、受託者はこれを公開してはならない。

ただし、事前に委託者の書面による同意を得た場合は、この限りでない。 

(4) 受託者は、成果品を複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、

事前に委託者の書面による同意を得た場合は、この限りでない。 

(5) 本業務の主要部分である調査分析、活用案検討、事業スキーム検討等の再委託は

禁止する。なお、再委託を行う場合は、事前に書面による承諾を得ること。 

 

7  費用負担 

受託者は、業務を遂行するに当たり、必要な備品、消耗品等の諸費用を負担する。 

 

8 貸与物品について 

(1) 委託業務の遂行に当たり、委託者所有の記録、図面等を提供又は貸与する。 

(2) 受託者は、委託業務が完了した後又は当該委託契約が解除された後、速やかに貸与を

受けた資料を委託者に返還しなければならない。なお、委託者から貸与を受けた資料を

複写した場合においても、同様とする。 

 

9  成果品について 

(1) 成果品 

 

１． 杉本キャンパス工学部跡地調査検討業務委託報告書 

・４ 業務内容に基づき、とりまとめること。なお、とりまとめにあたり、担当者と事前調整

を行うこと。 
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２．各種協議録、協議書（協議によって必要となった検討書等も含む） 

３．その他、担当者が必要と認めて指示するもの 

 

(2) 留意事項 

・報告書（A４版製本、２部）、報告書概要（A4版製本、６部）、各電子データ共とする。な

お、報告書概要の構成等は別途協議による。 

・電子文書は、PDF及びオリジナルデータを提出する。なお、保存ケースとＣＤ－ＲＯＭ

本体には、委託業務名、受注者名、履行期間及び索引を記載する。 

・その他、打合せ記録(打合せの都度、速やかに作成)等を提出すること。 

 

10 委託料の支払い 

成果品の検収が完了したのち、受託者からの請求により支払う。なお、前金払及び部分

払は行わない。 

 

11 その他 

この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、両

者協議のうえ、定めることとする。ただし、協議が整わない場合においては、委託者が定め

るものとする。 

 

12 担当 

   公立大学法人大阪 本部事務機構施設部 施設整備課 

    〒558-8585 大阪市住吉区杉本三丁目３番 138 号 

    TEL：06-6605-2061 
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別紙１

 

 
工学部跡地 

約 20,000㎡ 
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別紙２ 

工学部跡地 建物配置図及び建物リスト 

 

 


